
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

六

号

平
成
十
六
年
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
制
度
等
に
関
す
る
質
問
主

意
書
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平
成
十
六
年
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
制
度
等
に
関
す
る
質
問
主

意
書

社
会
保
障
制
度
全
般
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

景
気
回
復
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
中
高
年
の
再
就
職
の
難
し
さ
や
、
若
年
者
の
就
職
率
が
低
下
し
、
フ
リ
ー
タ
ー

や
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
（
職
業
に
も
学
業
に
も
職
業
訓
練
に
も
つ
い
て
い
な
い
人
）
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
深
刻
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
完
全
失
業
率
も
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
四
・
六
％
と
依
然
高
い
水
準
に
あ
り
、
厚
生
年
金
の
負
担

を
す
る
現
役
世
代
の
勤
労
者
が
政
府
試
算
の
前
提
を
下
回
る
水
準
で
推
移
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
失
業
率
が
現
在
の
数

値
の
ま
ま
推
移
し
た
場
合
、
平
成
十
六
年
改
正
法
で
提
示
し
た
給
付
水
準
を
維
持
し
続
け
て
い
く
こ
と
は
可
能
か
、
政
府
の

試
算
の
ベ
ー
ス
と
な
る
完
全
予
想
失
業
率
及
び
予
想
就
業
者
数
を
踏
ま
え
た
上
で
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。

二

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
は
、
平
成
十
五
年
度
で
六
三
・
四
％
と
な
り
、
国
民
年
金
の
空
洞
化
が
深
刻
に
な
っ
て
い

る
。
平
成
十
六
年
改
正
法
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
を
平
成
十
九
年
度
に
八
〇
％
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

を
実
現
す
る
た
め
の
保
険
料
の
収
納
対
策
に
つ
い
て

�

納
付
率
八
〇
％
を
実
現
す
る
具
体
的
手
段
、
及
び
将
来
の
納
付
率
を
八
〇
％
と
す
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
多

一



段
階
免
除
制
度
と
納
付
猶
予
制
度
拡
充
の
導
入
に
よ
っ
て
納
付
率
が
上
が
っ
た
場
合
、
制
度
利
用
者
の
納
付
額
が
、
実
質

的
に
減
る
こ
と
に
よ
る
年
金
財
政
へ
の
影
響
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

仮
に
こ
の
数
値
が
達
成
で
き
ず
に
、
た
と
え
ば
納
付
率
が
七
〇
％
も
し
く
は
七
五
％
程
度
に
留
ま
っ
た
場
合
、
年
金
財

政
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
明
示
さ
れ
た
い
。

三

先
の
国
会
で
児
童
手
当
法
が
改
正
さ
れ
、
手
当
の
支
給
年
齢
が
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
合
計
特
殊
出
生
率
が
一
・

二
九
と
い
う
事
態
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
層
の
少
子
化
が
進
ん
で
お
り
、
喫
緊
に
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

�

子
ど
も
二
人
目
ま
で
が
五
千
円
、
三
人
以
上
が
一
万
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
金
額
の
根
拠
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
六
年
改
正
法
で
、
支
給
が
小
学
校
三
年
生
ま
で
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
小
学
校
三
年
生
に
な
っ
た
根
拠
を
明

示
さ
れ
た
い
。

�

毎
年
減
り
続
け
る
合
計
特
殊
出
生
率
に
鑑
み
、
児
童
手
当
の
拡
充
が
、
少
子
化
対
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
成
果

を
挙
げ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。

四

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
向
け
て
、
介
護
保
険
と
障
害
者
支
援
費
の
統
合
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
介
護
保
険
は
社
会

保
険
制
度
で
あ
り
、
障
害
者
支
援
費
は
社
会
福
祉
制
度
で
あ
る
。
両
制
度
の
統
合
を
検
討
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
障
害
者
支

二



援
費
の
位
置
づ
け
が
社
会
福
祉
か
ら
、
社
会
保
険
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
社
会
保
険
制
度
に
転
換
す
る
と
す
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
が
税
主
体
か
ら
、
保
険
料
主
体
に
転
換
す
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
相
違
な
い
か
。

五

年
金
保
険
料
の
流
用
等
、
相
次
ぐ
不
祥
事
の
発
覚
か
ら
、
社
会
保
険
庁
改
革
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
保
険

庁
改
革
に
取
り
組
む
た
め
、
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
他
、
新
た
に
社
会
保
険
庁
の
在
り
方
に
関
す
る

懇
談
会
、
運
営
評
議
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
三
会
議
に
つ
い
て

�

各
会
議
の
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

各
会
議
の
所
管
事
務
局
に
つ
い
て
政
府
の
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

各
会
議
の
設
置
目
的
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

各
会
議
で
、
社
会
保
険
庁
改
革
の
方
向
性
や
手
法
に
つ
い
て
、
異
な
る
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た
場
合
、
誰
が
取
り
ま
と

め
、
ど
の
よ
う
に
最
終
的
な
結
論
を
得
る
の
か
、
明
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


